
 

令和 8 年度 大阪産業技術研究所森之宮センターで使用する電力調達仕様書  
  

１ 件名  令和 8年度大阪産業技術研究所森之宮センターで使用する電力調達  

  

２ 概要  大阪産業技術研究所森之宮センターにおいて使用する電力を調達するもの  

     対象施設 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター 

   大阪市城東区森之宮１丁目６番５０号 

  

３ 調達期間  令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時まで  

  

４ 契約電力及び年間予定総使用電力量  

（１）契約電力           ５６５ｋＷ  

  

（２）年間予定総使用電力量     ２，２９６，０３２ｋＷｈ  

                 （夏季６４９，０８５ｋＷｈ その他季１，６４６，９４７ｋＷｈ）  

※ 各月の内訳を別紙１に示す。  

※（１）および（２）における数値は入札金額の算定において使用する予定上のものであり、実際の

数値とは異なる。契約後の料金については、各月における実際の使用電力及び契約電力を元に算定

すること。  

※ 過去年度において実際に使用した電力等について別紙２－１及び２－２に示す。  

  

５ 大阪産業技術研究所森之宮センターの仕様  

（１）電気方式等  

① 供給電気方式         交流３相３線式  

② 供給電圧（標準電圧）     ６,０００Ⅴ  

③ 計量電圧（標準電圧）     ６,０００Ⅴ 

④ 標準周波数          ６０Hz  

⑤ 受電方式           １回線受電  

⑥ 常用・非常用自家発電設備   無  

⑦ アンシラリーサービス料金対象 無  

⑧ 蓄熱式負荷設備        無  

⑨ 太陽光発電設備        無  

  

（２）需給地点  構内柱上気中開閉器の電源側接続点  （電気工作物の財産分界点） 

      

（３）保安上の責任分界点     需給地点に同じ  

  

（４）現在の電気需給契約先  中部電力ミライズ株式会社 



     

（５）対象施設の業務概要   研究所  

    

６ 料金制度  

各月の電気料金は、基本料金、電力量料金によるものとし、算定方法は「基本料金＋電力量料金」と

する。  

なお、賠償負担金相当額及び廃炉円滑化負担金相当額については契約時の電力料金単価に含めるもの

とする。また、各単価については消費税を含めるものとする。  

  

（１）基本料金  

       基本料金は、契約時の基本料金単価に契約電力を乗じたものとし、供給者は調達期間において、各

月の平均力率により、力率割引及び割増を行うものとする。力率割引額は、力率が８５％を上回る場

合１％ごとに基本料金を１％割引し、割増額は力率が８５％を下回る場合１％ごとに基本料金を１％

割増するものとする。基本料金の算定方法は、「契約電力×基本料金単価±力率割増額（割引額）」と

する。  

    

（２）電力量料金  

       電力量料金は、契約時の電力量料金単価に各月の使用電力量を乗じたものとする。但し、電力量料

金単価は夏季（７月１日０時～９月３０日２４時）とその他季（夏季以外の期間）について各々定め 

るものとする。なお、燃料費の調整を行う場合は、供給者が定める約款等の規定によるものとする。

ただし、契約時に約款等を提出することとし、約款が無い場合は燃料費調整について明記した文書を

提出すること。 

  

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金  

      単価は再生可能エネルギーの固定買い取り価格制度に基づき、経済産業大臣により決定された額と

し、算定方法は「使用電力量×再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」とする。  

  

７ 計量日等について  

（１）計量日及び計量 

計量日は毎月１日とする。計量は一般送配電事業者が設置した取引用計量器により記録された値に

よるものとする。  

  

（２）代金の算定期間  

代金の算定期間は計量日（１日）の０時からその翌月の計量日の前日の２４時までの期間とする。  

 

（３）支払方法  

供給者は、代金の算定後すみやかにその代金の請求を毎月行うこととし、当法人は供給者が定める

約款の規定に基づきその代金を支払うものとする。  

  



（４）電力接続について  

一般送配電事業者との接続に伴う手続き、工事については供給者の負担で行うものとする。  

  

（５）精算金  

      調達期間内に契約種別等を変更や廃止する場合、供給者は精算金を請求することができるものとす

る。 ただし、精算金の算定を行う場合は、当法人と供給者の協議の上決定すること。  

  

（６）その他  

電力取引に係わる取り決めは多岐にわたるため、本仕様書に記載なき事項については、供給者が定

める約款の規定によるものとする。ただし、契約日現在有効な関西管内の一般送配電事業者が定める

電気供給条件に照らし、協議するものとする。  

  

８ 入札金額の算定  

     入札金額については、基本料金単価と電力量料金単価を各入札者が設定した上で、以下の計算式により

契約希望金額を算出すること。一円未満については切捨てとする。入札額は契約希望金額の 110 分の 100

に相当する額とすること。 

契約希望金額＝（基本料金＋電力量料金） 

入札金額＝（基本料金＋電力量料金）×１００／１１０ 

 

なお、式の各項目については以下の通りである。  

    基本料金＝基本料金単価×５６５×０．８５×１２ヵ月分 

基本料金単価に契約電力及び０．８５（力率割引）を乗じたものの１２ヵ月分。  

電力量料金＝電力量料金単価（夏季）×６４９，０８５ 

＋電力量料金単価（その他季）×１，６４６，９４７ 

※調達期間中の電力量料金１２ヵ月分。夏季及びその他季の予定使用電力量に、各電力量料金単価を

乗じたもの。  

  

 注 1 各単価については税込みにて銭単位まで設定し、契約希望金額を算出すること。  

注 2 賠償負担金相当額及び廃炉円滑化負担金相当額については電力料金単価に含めるものとする。  

注 3 燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金は入札金額に加えないこと。  


